
災害救助法〈抜粋〉 

（指定行政機関の長等の収用等） 

第五条 指定行政機関の長（災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、

当該指定行政機関が内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項若しくは第

二項若しくは国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項の委員会若しくは

災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものであ

る場合にあっては、当該指定行政機関とする。次条において同じ。）及び指定地方行政機関の長

（同法第二条第四号に規定する指定地方行政機関の長をいう。次条において同じ。）は、防災業

務計画（同法第二条第九号に規定する防災業務計画をいう。）の定めるところにより、救助を行

うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産等を業とする者に対して、そ

の取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。 

２ 前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。 

３ 第一項の処分を行う場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければ

ならない。 

 

（指定行政機関の長等の立入検査等） 

第六条 前条第一項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があると

きは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は

物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。 

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一項の規定により物資を保管させ

た者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検

査をさせることができる。 

３ （略） 

４ 当該職員が第一項又は第二項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯し

なければならない。 

５ （略） 

 

（従事命令） 

第七条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建

築工事又は輸送関係者を、第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要

があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させること
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ができる。 

２ 地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）は、都道府県知事等が第十四条の規定に基づく内閣

総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関

する業務に従事させることができる。 

３ （略） 

４ 第五条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。 

５ 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなけ

ればならない。 

 

(協力命令) 

第八条 （略） 

２ 都道府県知事等は、登録被災者援護協力団体(災害対策基本法第二十三条第七項に規定す

る登録被災者援護協力団体をいう。以下この条及び第三十一条の二において同じ。)を救助に関

する業務に協力させることができる。 

３ （略） 

４ 第二項の規定により登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させる場合におい

ては、その実費を弁償しなければならない。 

 

（都道府県知事等の収用等） 

第九条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第十四条の

規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、

旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産等を業

とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。 

２ 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（都道府県知事等の立入検査等） 

第十条 前条第一項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保

管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、

土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることがで

きる。 

２ 都道府県知事等は、前条第一項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求



め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。 

３ 第六条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。 

 

（扶助金の支給） 

第十二条 第七条又は第八条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、

そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより

扶助金を支給する。 

 

災害救助法施行令〈抜粋〉 

（救助の程度、方法及び期間） 

第三条 救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定

める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事又は救助実施市の長（以下「都道府県知事等」と

いう。）が、これを定める。 

 

(医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲) 

第四条 法第七条第一項及び第二項に規定する医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範

囲は、次のとおりとする。 

一 医師、歯科医師又は薬剤師 

二 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技

師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、救急救命士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科

技工士 

三 保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師又は児

童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相

談支援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法

律第百二十三号)第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援に従事する者として内

閣府令で定める者 

四 土木技術者又は建築技術者 

五 大工、左官又はとび職 

六 土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者 

七 鉄道事業者及びその従業者 

八 軌道経営者及びその従業者 



九 自動車運送事業者及びその従業者 

十 船舶運送業者及びその従業者 

十一 港湾運送業者及びその従業者 

 

（実費弁償） 

第五条 法第七条第五項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、内閣総理大臣が定める

基準に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。 

 

災害救助法施行規則〈抜粋〉 

（公用令書の交付等） 

第一条 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。）第五条第一項又は第

九条第一項の規定により物資の保管を命じ、物資を収用し、施設を管理し、又は土地、家屋若

しくは物資を使用する場合の公用令書は、当該の物資、施設、土地又は家屋を所有する者に対

して交付しなければならない。ただし、所有者に交付することが困難な場合においては、権原

に基づいてその物資、施設、土地又は家屋を占有する者に対して交付することをもって足りる。 

２ 前項本文の場合において、所有者が占有者でないときは、占有者に対しても公用令書を交

付しなければならない。 

３ 公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 公用令書の交付を受ける者の氏名(法人その他の団体については、その名称) 

二 保管させるべき物資の種類、数量、所在の場所及び保管の期間(物資を収用する場合におい

ては、収用すべき物資の種類、数量、所在の場所及び引渡時期、施設を管理する場合において

は、管理すべき施設の名称、種類及び所在の場所並びに管理の範囲及び期間、土地又は家屋を

使用する場合においては、使用すべき土地又は家屋の種類及び所在の場所並びに使用の範囲及

び期間、物資を使用する場合においては、使用すべき物資の種類、数量、所在の場所、引渡時

期及び使用の期間) 

三 その他必要と認める事項 

４ 指定行政機関の長（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第三号に

規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法（平成十一年法律第八十

九号）第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十

号）第三条第二項の委員会若しくは災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに

掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。以下同じ。）



若しくは指定地方行政機関の長（同条第四号に規定する指定地方行政機関の長をいう。以下同

じ。）又は都道府県知事若しくは救助実施市の長（以下「都道府県知事等」という。）が、公用

令書を交付した後前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく公用変更令書を交付しな

ければならない。 

５ 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等が、公用令書を交付

した後保管、収用、管理又は使用に関する処分を必要としなくなったときは、遅滞なく公用取

消令書を交付しなければならない。 

 

（物資の引渡し） 

第二条 （略） 

２ （略） 

３ 当該職員が引渡しを受けたときは、受領調書を作り、引渡しを行った所有者又は占有者に

交付しなければならない。 

４ （略） 

 

（損失補償請求書の提出） 

第三条 法第五条第三項（法第九条第二項の規定により準用される場合を含む。）の規定による

損失の補償を請求しようとする者は、保管、管理又は使用の場合においては保管、管理又は使

用の期間満了の後において、収用の場合においては収用の後三月以内において、補償請求の事

由、補償請求額その他必要と認める事項を記載した損失補償請求書を、当該処分を行った指定

行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等に提出しなければならない。

ただし、保管、管理又は使用の場合においては、保管、管理又は使用を開始した日から一月を

経過するごとにその経過した期間の分について直ちに損失補償請求書を提出することができる。 

２ （略） 

 

（従事命令の方法） 

第四条 法第七条第一項又は第二項の規定により従事させる場合の公用令書には、次に掲げる

事項を記載しなければならない。 

一 命令を受ける者の氏名、職業、出生の年月日及び居住の場所(法人その他の団体については

その名称、事業の種類及び主なる事務所の所在地) 

 



二 従事すべき業務 

三 従事すべき場所及び期間 

四 出頭すべき日時及び場所(法人その他の団体については従事すべき業務の内容計画) 

五 その他必要と認める事項 

２ 公用令書の交付を受けた者がやむを得ない事故により救助の実施に従事することができな

い場合には、直ちに事由を付して従事命令を発した都道府県知事等、地方運輸局長（国土交通

省設置法（平成十一年法律第百号）第四条第一項第十八号、第八十六号及び第八十七号並びに

第八十六号の事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含

む。以下同じ。）にその旨を届け出なければならない。 

３ 前項の規定による届出があった場合において、都道府県知事等、地方運輸局長が救助の実

施に従事させることを適当でないと認めるときは、第一項の命令を取り消すことができる。こ

の場合においては、公用取消令書を発し、その者に交付しなければならない。 

 

（実費弁償請求書の提出） 

第五条 法第七条第五項の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、

実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を従事命令を発した都道府

県知事等又は法第七条第二項の規定による要求をした都道府県知事等（この場合においては、

従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。）に提出しなければならない。 

 

（扶助金支給申請書の提出） 

第六条 法第十二条の規定による扶助金を受けようとする者は、扶助金支給申請書を従事命令

若しくは協力命令を発した都道府県知事等又は法第七条第二項の規定による要求をした都道府

県知事等（この場合においては、従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。）

に提出しなければならない。 

２ 扶助金支給申請書には、次の区別に従い、所要書類を添付しなければならない。 

一 療養扶助金支給申請書については医師の診断書及び療養費に関する請求書又は領収書 

二 障害扶助金支給申請書については身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳記した医師

の診断書 

三 遺族扶助金又は葬祭扶助金の支給申請書については医師の死亡診断書及び死亡者との関係

を証明する書類 


